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資料１



１ 交付金整備計画等の評価の実施について

目 的

• 整備計画等に掲げた、①計画の目標と計画の成果指標（定量的指標）の達成状況、
②個々の事業の進捗状況と事業効果の発現状況 を確認し ③今後の方針を定め
るため、評価を実施する。

• 評価の実施にあたっては、学識経験者等の第三者の意見を求め、透明性、客観性、
公正さを確保する。

評価対象

• 社会資本整備総合交付金に係る社会資本総合整備計画

• 農山漁村地域整備交付金に係る農山漁村地域整備計画

実施時期

• 中間評価は、交付金交付期間の中間年度中に行う。

• 事後評価は、交付金交付期間の最終年度中または交付期間の翌年度中に行う。

• ただし、事業の進捗状況等により、上記時期に評価を実施できない場合は、その理
由と評価実施予定時期を明らかにする。



２ 国庫補助事業制度の変遷

H２１以前 H２４ H２５以降

法律や要綱に
基づく各種の

交付金

個々の施設毎
に補助

各府省の所管にとらわれず、地方
が自由に使える一括交付金として
配分

防災・安全交
付金により、
老朽化対策、
減災対策、生
活空間の安全
確保を集中的
に支援

補助金

国道○○線

○○川

○○公園

県道○○線

・
・
・
・ ダム整備事業など一部の事業は補助金事業として継続

H２２

地方自らが政
策目標を設定
し、その目標
を達成するた
めに必要な複
数の事業をひ
とつのﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ（整備計画）
としてまとめ、
これに交付金
が配分

社会資本整備
総合交付金

H２３

より一層柔軟
な流用が可能
になるなど、
地方の使い勝
手が大幅に向
上

社会資本整備
総合交付金

地域自主戦略交付金

社会資本整備
総合交付金

防災・安全交
付金

○○港

社会資本整備
総合交付金

防災・安全交
付金

集約

集約

成長力強化や
地域活性化に
つながる事業
を支援（上段交付金）

老朽化対策、
減災対策、生
活空間の安全
確保を集中的
に支援（下段交付金）



３ 補助金と交付金の違い

補助金制度 交付金制度

事業単位

補助又は交付
の対象

予算

審査等

個別施設毎にタテ割り 政策目標でパッケージ化された
整備計画毎

個々のハード整備のみ

政策目標の達成に必要な基幹
的な事業と一体的に行う他種の
事業を同一のパッケージに含め
ることが可能

地方の創意工夫を活かしたソフ
ト事業を含めることが可能

補助金が余れば返還
整備計画内の他事業に流用が
可能

国が詳細に事前審査
個別施設毎の成果に着目

地域自らが政策目標を設定した
整備計画を国へ提出
計画全体の成果に着目



４ 整備計画とその評価（イメージ）

第三者（アドバイザー※）からの
意見聴取

評価調書・第三者意見の公表
国交大臣への報告

中間評価・事後評価
（評価調書の作成）

評価調書の修正

※静岡県社会資本総合整備計画等評価アドバイザー


